
公立大学法人高崎経済大学補助金交付規程  

 

平成２３年度  

規程第８３号  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、補助金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金の交付

の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。  

（交付の原則）  

第２条 補助金は、次に掲げる事務又は事業であって、補助金の交付の対象となる事

務又は事業（以下「補助事業」という。）が補助金の交付に適当であると認められ

るものに限り交付するものとする。  

（１）学生の福祉の推進のための事務又は事業 

（２）学術研究の推進のための事務又は事業  

（３）スポーツ大会・各種レクリエーション等で学生生活に有益な事業又は当該事業

への参加  

（４）その他理事長が特に必要と認める事務又は事業  

２ 前項の補助金の額は、毎年度、予算の定めるところによる。  

（交付の申請）  

第３条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）

に、事業計画書、予算書、補助金を必要とする理由書その他理事長の指示する必要

な書類を添え、理事長に提出しなければならない。  

（交付の決定）  

第４条 理事長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、

補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするもの

とする。  

２ 理事長は、前項の交付の決定をしようとするときは、理事長又はその委託を受け

た者若しくは監事の監査に応ずる旨の条件を付し、かつ、これを履行させるものと

する。  

３ 理事長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれ

に付した条件を記載した補助金交付決定通知書（様式第２号）により補助金の交付

の申請をした者に通知するものとする。  



４ 理事長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、速やかに、補助金の交

付の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。  

（変更又は中止）  

第５条 補助金の交付を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金交付決定変更申請

書（様式第３号）に必要書類を添え、理事長に提出しなければならない。  

２ 理事長は、前項の申請に基づき交付決定の変更をしようとするときは、補助金交

付決定変更通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。  

第６条 理事長は、補助事業に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、

補助事業者に対し報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時事業の状況等を検

査することができる。  

（補助金の交付）  

第７条 補助事業者は、交付の決定をされた補助金の交付を受けようとするときは、

請求書に事業報告書その他必要な書類を添え、補助事業の完了後１月以内に理事長

に提出しなければならない。ただし、補助事業の性質により理事長が特に必要と認

めるときは、事業施行前又は施行の中途においても補助金の交付の請求をすること

ができる。  

２ 理事長は、前項の事業報告に係る成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附

した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の交

付をするものとする。ただし、事業施行前又は施行の中途において請求する場合は、

この限りでない。  

（補助金の返還）  

第８条 理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交

付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずること

ができる。  

（１）予定された補助事業を実施しないとき  

（２）事業の施行方法が明らかに不適当であるとき  

（３）不正の行為により補助金の交付を受けたとき  

（４）その他理事長が不適当と認めたとき  

２ 第４条第４項の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。 

（理由の明示）  

第９条 理事長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の



命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、補助事業者に対してそ

の理由を示さなければならない。  

 （改廃）  

第１０条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。  

 

   附 則  

 この規程は、平成２３年５月１１日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和３年３月１７日第４８号）  

 この改正は、令和３年４月１日から施行する。  

 



様式第１号（第３条関係）  

   年  月  日  

（あて先）公立大学法人高崎経済大学理事長  

 

                  住所  

                  氏名                  

                  （団体等にあっては団体名及び代表者氏名） 

 

             補助金交付申請書 

 

 次の補助事業に対して、補助金等の交付を受けたいので、公立大学法人高崎経済大

学補助金交付規程第３条の規定により申請します。  

１事業の名称   

２総事業費   

３補助金の額   

４事業の概要   

５着手年月日        年    月    日 

６完了年月日        年    月    日 

７添付書類  事業計画書、予算書、補助金等を必要とする理由書 

８備考   

 



様式第２号（第４条関係）  

 

                 住所  

                 氏名  

（団体等にあっては団体名及び代表者氏名）  

 

補助金交付決定通知書  

 

 年  月  日付けの補助金交付申請に対し、次のとおり補助金の交付の決定をし

ましたので通知します。 

 

  年  月  日  

                         

公立大学法人高崎経済大学理事長        印  

 

１ 事業の名称   

２ 補助金の額                          円  

３ 条件  
理事長又はその委託を受けた者若しくは監事の監査に応ず

ること。  

 



様式第３号（第５条関係）  

年  月  日  

 

（あて先）公立大学法人高崎経済大学理事長  

           

                 住所  

                 氏名                  

（団体等にあっては団体名及び代表者氏名）  

 

補助金交付決定変更申請書  

 

年  月  日付けの補助金交付決定に対して、次のとおり変更し、又は中止し

たいので、公立大学法人高崎経済大学補助金交付規程第５条第１項の規定により申請

します。  

１ 事業の名称   

２ 総事業費  変更前       円 変更後       円 

３ 補助金の額  変更前       円 変更後       円 

４ 事業の概要   

５ 着手年月日  年    月    日 

６ 完了年月日  年    月    日 

７ 変更又は中止の理由  

８ 添付書類  事業計画書、予算書等  



様式第４号（第５条関係）  

 

                住所  

                氏名  

（団体等にあっては団体名及び代表者氏名）  

 

補助金交付決定変更通知書  

 

 年  月  日付けの補助金等交付変更申請に対し、次のとおり補助金の交付決定

の変更又は中止の決定をしましたので通知します。  

 

  年  月  日  

                         

公立大学法人高崎経済大学理事長      印  

 

１事業の名称   

２補助金等の額  変更前        円  変更後         円  

３条件  
理事長又はその委託を受けた者若しくは監事の監査に応ず

ること。  

 


